
お問合せ先：国土交通省 青森河川国道事務所 〒０３０－０８２２ 青森市中央三丁目２０－３８
地域づくり相談室 TEL017-734-4529 FAX017-722-2577

令和元年１２月２０日（金）第６１５号

ご意見は
こちらまで

青森河川国道事務所が管理する高規格道路の「Ｒ101津軽自動車道」「Ｒ４５八戸・
久慈自動車道」では、通行車両の対向車線への車線逸脱事故防止を目的に、中央分離帯
をワイヤロープ式防護柵に変更しています。
ワイヤロープ式防護柵設置後は、対向車線への飛び出し、正面衝突の重大事故はあり

ませんが、防護柵への接触事故が頻発しています。（津軽自動車道の浪岡出入口から五
所川原北ＩＣ間では８月から１１月までの４ヶ月で１８件の接触事故が発生）
これからの時期はスリップ事故の危険も高まりますので、より一層の安全運転をお願

いいたします。

▲ワイヤロープ式防護柵設置状況▲
事故の傾向としては、「緩やかなカーブ区間」での接触事故が多くなっています。
また、事故原因としては、「脇見運転」、「前方不注視」による事故が大半を占めて

います。
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